


（訳文） 

委 任 状 

 

英国の法律の元設立された、英国、ロンドン EC4A 4AU、シューレーン 25、プラムツリー・コ

ートに事務所を有する当社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナシ

ョナル（以下「当社」という）は、ここにゴールドマン･サックス証券株式会社（東京都港区虎

ノ門二丁目 6 番 1 号 虎ノ門ヒルズステーションタワー）（以下「代理人」という）を下記にか

かる一切の権限（関連する全ての契約書、文書、証明書および法的文書（捺印証書に限定されな

い）の検討、確定、承認、署名、執行、交付、発行につき、独自の裁量において業務を執り行う）

を有する代理人として選任します。 

 

記 

 

１．  金融商品取引法第２章の３「株券等の大量保有の状況に関する開示」（以下「ルール」

という）に定める各種報告書の作成及び提出に関する件。 

 

２．  ルールによって定められた報告書の複写を関係者に送付に関する一切の件。 

 
別途書面にて無効とした場合を除いて、本委任状は 2027 年12 月31 日まで、又は、代理人が

当社との関係において代理権を付与された機能を停止した場合まで効力を有します。また、当社

は、委任状を制限無く単独で取り消すことができるものとします。 

 

代理人は、本委任状により授権された権限を、第三者に委託又は委任することはできないことと

します。 

 

当社は、本委任状により授権されるべき権限に基づき、代理人が本委任状の日付以前において既

に行ったまたは合法的に行わしめたすべての行為について、追認します。 

 

本委任状は英国の法律に規定され、準拠しています。 

 

2015 年 1 月 22 日付の当社取締役会決議に基づき、ディレクター2 名又はマネージング・ディレ

クター2 名又はディレクター若しくはマネージング・ディレクター1 名及び秘書役 1 名の署名権

者により、上記の証として本委任状は 2024 年 12 月 31 日に交付されました。 

 

                     （署名）                                          （署名） 

[氏名] Kristy Jago               [氏名] Carolyne Hodkin 

[役職] Managing Director                    [役職] Secretary 
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